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練馬区公式アニメキャラクター  ねり丸  Ⓒ練馬区

宅配をかたるメール詐欺です

ＵＲＬをタップしてはいけません。
偽サイトへ誘導されます。

①配送を知らせるメールはショートメールでは届きません。
②万が一ＵＲＬをタップして、偽サイトや、フィッシングサイト

が表示された場合は、そのまま画面を閉じましょう。

ねりま区消費者だより

電気通信サービス

こんな場合どうすればいいの？

不在中に荷物が届いた
とのメールがあり、
ＵＲＬをタップしたら

「電話番号」と「認証コード」
の入力画面が表示された。
入力して確認するべき？

通知
お客様宛に

お荷物のお
届けに

あがりまし
たが

不在の為
持ち帰りま

した。

配送物は下
記より

ご確認くだ
さい。

http://×××/
nerima
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消費トラブル処方せん

電話がかかってきた時
不用品を買い取るという電話は
訪問の約束を取るための口実です。

ストップ！ 押し買い（	 ）
～ 相 手 に し な い、 入 れ な い、 見 せ な い ～

　「不用品を買い取ります」と訪問してきた業者に、脅かされたり居座られたりして、大切にしていた
宝石や貴金属を強引に買い取られてしまったなどの被害が増え続けています。そんな目に遭わないよう、
手口と撃退方法をしっかり身に付けましょう。

訪 問 買 い 取 り に
注 意 し ま し ょ う

知らない番号に出ない
のが一番です。

出たときは「不用品は無い、今後は電話をし
ないでください」ときっぱり言いましょう。

▶捨てるには惜しい物の処分に　　　　　　
困っていたところに…

訪問してきた時
業者の態度が突然豹変して脅されたり、
しつこく居座られます。

相手にしない

▶買い取り業者を家に入れてしまうと…

とにかく安易に家の中に
入れてはいけません。

入れない

処 分したい不 要 品は
ありませんか？ なんで
も買い取りますよ

ブランド品で
なくてもだい
じょうぶです

ちょうど
よかったわ〜

不要品の買い取りに
伺いました

入ってしまえば
こっちのもの

どうぞお入り
ください

Onepoint 訪問買い取り業者の ウソ・ホンネ　　
 ウソ 古着、食器などの不用品、１点でも買い取りますと誘います

 ホンネ 貴金属、宝石、時計、古銭など高価のものをタダ同然の値段で強引に買い取ります
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この着物と食器
高かったのよ〜

それよりネックレスや腕時計は
ありませんか？

困ったときはまず相談
練馬区消費生活センター
☎03-5910-4860

●月～●金　午前9時～午後4時３0分

断り切れず貴金属を売ってしまったら…

クーリング・オフできます！
ただし、事業者名や連絡先（住所・電話番号）が必要ですから必ず記録しましょう。
連絡先がわからないと泣き寝入りです。充分、注意してください。
クーリング・オフの手続きは消費生活センターへ相談しましょう

押し買い業者に最も狙われやすいのは、一人暮らしの
高齢者です。被害を未然に防ぐためには、悪質商法に
関する情報を共有したり、業者の訪問時に立ち会うなど、
ご家族や周囲の方の見守りが必要になります。日頃から、
不審な電話がかかってきていないか、訪問の約束をし
ていないかなどを確認しておきましょう。

高齢者のご家族や周囲の方へ

査定中に
業者の本当のねらいは、
貴金属です。

▶貴金属を見せてしまうと…

万一身の危険や恐怖を
感じたら警察へ電話し
ましょう。

見せない

まだ
持っているでしょ 全部で

1,000円ですね

見るだけですから
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自転車事故に備える保険
東京都では自転車保険加入を義務づける条例が2019年9月に可決し、2020年4月
から施行を目指しています。今回は自転車事故に備える保険について調べてみました。

くらしサポート情報

＜自転車事故の3つのケース＞
▶対歩行者・対自転車の事故で加害者になってしまう　
▶対自動車・対自転車の事故で被害者になってしまう
▶自転車の単独事故

気軽に利用できる自転車ですが、実は自転車事故によって自身がケガをするだけでなく、歩行者など他人
にケガをさせて加害者となり莫大な損害賠償費用を請求されるケースも出ています。
自転車事故は若者と子供が事故当事者の大半を占めていたり、無保険
である場合が多いため、問題が深刻化しやすいのも特徴です。

自転車事故と高額な賠償事例

▶子どもが起こした事故
賠償額9,521万円

男子小学生が自転車で坂道をスピードを出
して下って行く途中に散歩中の女性と衝突。
女性は頭蓋骨骨折で意識不明の植物状態と
なる。
子どもが起こした事故について、監督責任

を問われ母親に支払い命令が出された
（神戸地裁：平成25年7月4日判決）

▶自転車の単独事故
雨天に自転車

運転中、道路の
縁石を乗りあげ
ようとしたが、
すべって縁石に沿ってスライドしてしまい、そ
のまま自転車ごと転倒して腰椎骨折して入院。
入院・リハビリで半年ほどかかり治療費がか
かった

▶相手に重大な障害が残った事故
賠償額9,266万円

男子高校生が自転車横断帯のかなり手前の
歩道から車道を斜めに横断していたところ、
対抗車線を自転車で直進してきた24歳会社
員男性と衝突。男性は言語機能の喪失など
重大な障害が残った。相手が死亡した場合よ
り高額な賠償支払いが命じられた

（東京地裁：平成20年6月5日判決）

コラム

自転車保険の対象外

2018年9月、4歳の男の子がペダルがなく地面をけって
進む幼児用二輪車「ランニングバイク」で下り坂を走行中、
車と衝突し死亡する事故がおきました

ペダルのない二輪車（ランニングバイク）

ブレーキのない
タイプが多い

2～6歳児向け
遊具。法律上は
「自転車」ではない

メーカーは「公道禁止」「保護者同伴」呼びかけ
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自転車保険につけられる
サービスや特約
（自転車保険によってはつけられないこともあります）

★示談交渉サービス
　相手との示談交渉を代行してくれるサー
ビス

★弁護士費用一部負担特約
　示談交渉サービスを利用できないケース
の際、弁護士に法律相談や示談代行を
依頼する費用を補償する

★自転車ロードサービス
　事故や故障で自転車が走行できなくなっ
た時、希望の場所まで運搬してもらえる

自転車事故に必要な補償
❶ 賠償に対する補償
 （個人賠償責任補償）

	 他人にケガをさせる
など損害を与えた時
や物を壊したりした
時の補償

❷ 自分自身への補償
	 自転車運転中のケガ
で入院・通院したり、
死亡・高度障害にな
った時の補償

まとめ
万一の自転車事故や、損害賠償請求に対応
できるようにしっかり準備しておきましょう

自転車保険を選ぶ前に確認を…
●自動車保険・火災保険・傷害保険に加入している時、特
約として個人賠償責任補償に加入済みの場合がありま
す。その場合、契約者だけでなく「生計を共にする同居
の親族」も補償の対象となり、子どもが起こした事故も
カバーされます。

●自分や家族のケガの入院や通院、死亡・後遺障害の補
償が生命保険の入院特約や医療保険に加入していれば
カバーされているかもしれません。

●上記の補償になにも加入していない場合は、他人への損
害賠償責任リスクに対応できる「個人賠償責任補償」と
共に、自分自身のケガに備える保障がセットされている
自転車保険に加入しましょう

※損害保険は複数社掛けていても、重複して保険金が支払わ
れることはありません

自転車利用中の事故で他人にケガをさせてしまった場合など、
相手の生命・身体の損害を賠償できる保険に加入していますか？

自動車保険・傷害保険・火災保険のいずれかに加入
していますか？

共済・各種団体保険（職場で加入する保険
や学校のＰＴＡ保険）に加入していますか？

自転車賠償保険等に相当する補償が基本補
償または特約としてついていますか？

▼必要な補償が備えられているかをチェックしよう▼

すでに
自転車保険に

加入しています

自転車保険に
加入していない

状態です

保険証書で確認するか
保険会社へ

確認しましょう

はい

わからない いいえ

はい

わからない いいえ

はい わからない

いいえ

はい わからない いいえ

イラスト（P4，5）／岡 万記子

自転車保険に加入できる窓口
1損害保険会社
2インターネットから加入
3一部のコンビニエンスストア
4既存の共済保険のへ個人賠償責任保険
を特約として付加する

5自転車の購入時に加入
	 「ＴＳマーク付帯保険」（自転車向け保険）
	 自転車安全整備士が点検整備した普通
自転車に貼付されるもので、
このマークには障害保険
と賠償責任保険が付い
ている
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お知らせ

※【ぷりずむ】の録音版・点字版（視覚障害者用）を制作、貸出ししています。詳しくは「NPO法人点訳・音声訳集団	一歩の会」TEL・FAX	3577-5666

東京都生協連
（担当：遠山・日髙）

TEL 03-3383-7800（月～金9:00～17:00、祝日・年末年始を除く）
FAX 03-3383-7840
メール	toyama@coop-toren.or.jp

お申し込み・お問い合わせ先


